
（様式２） スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

（様式２） 最終更新日：令和6年7月31日

証憑書類

1

［原則1］組織運営等

に関する基本計画を策

定し公表すべきである

（1）組織運営に関する中長期基本計画

を策定し公表すること

1:JFA中期計画2023-2026

66:第3回理事会議事録_20230309

67:定時評議員会議事録_20230325

2

［原則1］組織運営等

に関する基本計画を策

定し公表すべきである

（2）組織運営の強化に関する人材の採

用及び育成に関する計画を策定し公表す

ること

1:JFA中期計画2023-2026

2:女性リーダーシッププログラム概

要

66:第3回理事会議事録_20230309

67:定時評議員会議事録_20230325

公益財団法人日本サッカー協会　スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式
審査項目

通し番号
原則 審査項目

自己説明

2005年に組織運営に関する大方針である「JFA2005年宣言」を行い、JFAの理念、JFAのビジョン

を決定。2015年、2050年の中長期目標（JFAの約束）を設定した。直近の取組では、2015年度に

中期基本計画である「JFA中期計画2015-2022」を策定し、その後、折り返しにあたる2018年度

には現状に即した見直しを実施したことに加え、以後向こう4年分を毎年更新（ローリング）

し、「JFA中期計画2023-2026」を作成し各種施策を実施している。今後は4年毎に中期計画を見

直し、策定する。JFA中期計画の改定にあたっては、役職員から広く意見を募り、ステークホル

ダーが参加する評議員会で議論し、施策に反映させるとともに、承認された中期計画は当協会公

式ウェブサイト等で公表している。2024年以降の中期計画の策定にあたっては、2024年3月に承

認された新たな経営体制・執行体制により方向性を確定させる。

組織運営の強化に関する人材の採用については、現在、新卒の一括採用は実施していないが、4

半期ごとに各部門の要員数を確認し、障がい者の雇用を含めて計画的に中途採用を行っている。

また、人材の育成については、階層別研修、サクセッションプランに基づいた選抜型育成、多様

性の促進のための研修、コンプライアンス研修等を2020年度より充実させている。特に、サッ

カー界、スポーツ界を牽引する女性役員／経営人材育成のために、「JFA女性リーダーシッププ

ログラム」を一般社団法人日本女子プロサッカーリーグ（WEリーグ）と共同で立ち上げてい

る。これらの取り組みは、理事会での機関決定を経て広く公表している。また、これらの施策を

計画するにあたっては、役職員や関係団体から幅広く意見を募っている。中期的な計画は、JFA

中期計画2023-2026において、JFAの理念・ビジョンに基づいて、企画・推進人財の強化 、女性

活躍・多様性による価値創出（女性職位就任者を10％増）、生産性の向上（業務水準を維持し総

労働時間を10％減）を掲げている。
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（様式２） スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

証憑書類

審査項目

通し番号
原則 審査項目

自己説明

3

［原則1］組織運営等

に関する基本計画を策

定し公表すべきである

（3）財務の健全性確保に関する計画を

策定し公表すること

1:JFA中期計画2023-2026

66:第3回理事会議事録_20230309

67:定時評議員会議事録_20230325

4

［原則2］適切な組織

運営を確保するための

役員等の体制を整備す

べきである。

(1) 組織の役員及び評議員の構成等にお

ける多様性の確保を図ること

①外部理事の目標割合（25%以上）及び

女性理事の目標割合（40%以上）を設定

するとともに、その達成に向けた具体的

な方策を講じること

3:役員名簿

4;委員会名簿

財務の健全性確保に関する計画については、毎年の決算において詳細な分析を行い、理事会等に

て報告を行っているほか、主に中期計画において健全な組織経営の実現に向けて取り組む各種施

策を定め、公表しているところであり、財源の多様性（例：登録料、スポンサー収入、チケット

販売、放送権、商品化権等）を確保し、十分な特定預金により財務の安全性を確保するなど自己

財源も充実している。また、予算、決算にあたっては会計監査人のチェックも受けながら、公益

財団法人としての財務規律を守っている。あわせて、四半期ごとに全ての部署の予実算状況の確

認、年度末に向けた見込みの精査を行い、取りまとめの上で理事会へ報告を行なっている。中期

的な計画は、JFA中期計画2023-2026において、JFAの理念・ビジョンに基づいた事業精査を推進

し、定常事業における収支均衡の実現・新たな事業収益基盤の構築・戦略投資の実行を掲げてい

る。

2024年3月の新たな役員の選定にあたっては、役員等推薦委員会を設置し、スポーツ団体ガバナ

ンスコードにより定められている女性理事40%以上、外部理事25%以上の目標到達を念頭に役員

選定を行った。役員等推薦委員会により、女性理事は40.0%（15名中6名）、外部理事は33.3%

（15名中5名）が選定され、評議員会・理事会を経て役員として承認された。
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（様式２） スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

証憑書類

審査項目

通し番号
原則 審査項目

自己説明

5

［原則2］適切な組織

運営を確保するための

役員等の体制を整備す

べきである。

(1) 組織の役員及び評議員の構成等にお

ける多様性の確保を図ること

②評議員会を置くNFにおいては、外部

評議員及び女性評議員の目標割合を設定

するとともに、その達成に向けた具体的

方策を講じること

5;評議員名簿

63:FIFA STATUTES

64:FIFA Standard Statutes

JFAは評議員選出を「評議員推薦加盟団体（47FA・各種連盟・J1クラブ）」からの推薦に委ねて

おり、NFによる評議員選出を行わない仕組みとしている。評議員の選出は評議員の推薦権を持つ

それぞれの団体に判断が委ねられているため、JFAの意思で男女のバランスを確保・統制するこ

とは困難であり、同時に、この仕組みは恣意的な評議員選出や組織運営を避ける方策としても機

能している。評議員を推薦するそれぞれの団体は、各組織の役員改選の際にJFAに推薦する評議

員の選出を行っており、人員の流動化も図られている。

また、JFAの上位団体である国際サッカー連盟（FIFA）からの指導に基づき、評議員会は、サッ

カー界を構成する主要な各ステークホルダー（団体）の代表者により構成されることとなってい

る。これにより、原則2 補足説明（1）の定義に基づいた「外部評議員」の選定は想定されていな

い状況にある。

評議員の推薦という仕組みによる流動性の確保とIFからの要請により現状の運用を継続すること

が、適切な組織運営に寄与すると考えている。

一方で、JFAは中央競技団体として、将来的な女性評議員の比率向上も見据え、各団体の役員構

成比について適宜指導・育成を行う立場でもある為、2020年度より、WEリーグ（女子プロサッ

カーリーグ）と協働で「JFA女性リーダーシッププログラム」を継続開講している。本プログラム

受講者が、受講後に都道府県サッカー協会の会長に就任しJFA評議員に推薦されるなど指導・育
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（様式２） スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

証憑書類

審査項目

通し番号
原則 審査項目

自己説明

6

［原則2］適切な組織

運営を確保するための

役員等の体制を整備す

べきである。

（1）組織の役員及び評議員の構成等に

おける多様性の確保を図ること

③アスリート委員会を設置し、その意見

を組織運営に反映させるための具体的な

方策を講じること

7

［原則2］適切な組織

運営を確保するための

役員等の体制を整備す

べきである。

（2）理事会を適正な規模とし、実効性

の確保を図ること

8

［原則2］適切な組織

運営を確保するための

役員等の体制を整備す

べきである。

（3）役員等の新陳代謝を図る仕組みを

設けること

①理事の就任時の年齢に制限を設けるこ

と

「理事及び監事の職務権限規則」に、就任時に会長及び副会長は満70歳未満、その他の役員は満

65歳未満と定めている。

ガバナンスコードの要請を踏まえ、2020年3月にアスリート委員会を設置済。アスリート委員会

の構成については、性別や競技・種目等のバランスに留意し、多様性を担保している。アスリー

ト委員会は、各種委員会組織運営規則に基づき、理事会の諮問に基づき答申することができるほ

か、委員長は、理事会運営規則に基づきオブザーバー出席ができることから、組織運営に反映さ

せるための具体的な方策が講じられている。

アスリート委員会の他、日本サッカー選手会も評議員推薦加盟団体として位置付けられており、

評議員として１名の推薦を受けるとともに組織運営・重要な意思決定に直接参画している。

2023年7月30日に開催された評議員会において、2024年3月以降の理事の最大人数を30名から15

名に縮減することが承認されたことを受けて、役員等推薦委員会にて役員選定を行った。JFAの

組織運営の監視・監督を行うに資する知見を有した人員での構成とした（外部理事33.3%）。
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（様式２） スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

証憑書類

審査項目

通し番号
原則 審査項目

自己説明

6:定款

7:理事及び監事の職務権限規則

9

［原則2］適切な組織

運営を確保するための

役員等の体制を整備す

べきである。

（3）役員等の新陳代謝を図る仕組みを

設けること

②理事が原則として10年を超えて在任す

ることがないよう再任回数の上限を設け

ること

JFAでは、法人法の定めに則って、2年間の任期で役員の見直しを行なっている。また、組織運営

において特に重要な立場にある会長（代表理事）については、法人法のみならずFIFAの要請にも

従って、2年毎の「評議員の投票による信任決議」・4年毎の「評議員の投票・選挙による選出」

を経て選定されている。選出にあたっては、会長予定者選出管理委員会による客観的なプロセス

が実行されており、また、会長選出後には役員等推薦委員会が設置され、スポーツ団体ガバナン

スコードの内容も踏まえて新たな体制として適切な人員の選定を行っており、役員等の新陳代謝

を図る仕組みが確保されている。

また、JFAの管理する理事及び監事の職務権限規則　第６条の３において、理事が10年を超えて

在任する場合には、その合理的理由を説明する責任を負うものとすることが規程されている。

【例外措置または小規模団体配慮措置】
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（様式２） スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

証憑書類

審査項目

通し番号
原則 審査項目

自己説明

10

［原則2］適切な組織

運営を確保するための

役員等の体制を整備す

べきである。

（4）独立した諮問委員会として役員候

補者選考委員会を設置し、構成員に有識

者を配置すること

8:役員の選任及び会長等の選定に関

する規程

9:役員等推薦委員会委員一覧

会長の選出にあたっては、「役員の選任及び会長等の選定に関する規程」に基づき、弁護士やコ

ンサルタントなどの有識者を構成員とする、会長予定者選出管理委員会が会長予定者の選出に関

する事務を行い、評議員における投票を実行するなど適正な選挙制度の運用を行っている。ま

た、会長予定者の選出以降においても、同規程に基づき、評議員会の決議により役員等推薦委員

会を設置し、外部有識者を含む委員により構成される役員等推薦委員会が会長以外の理事、監

事、各委員会の委員長、名誉役員の予定者を決定している。なお、会長予定者は、役員等推薦委

員会の委員となるが、委員長は会長予定者以外の者から委員の互選により決定することなどによ

り、理事予定者の選出における公正性を担保している。上記の通り役員選出の各プロセスにおい

て適切な手段を講じていると認識している。
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（様式２） スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

証憑書類

審査項目

通し番号
原則 審査項目

自己説明

11

［原則3］組織運営等

に必要な規程を整備す

べきである。

（1）NF及びその役職員その他構成員が

適用対象となる法令を遵守するために必

要な規程を整備すること

7:理事及び監事の職務権限規則

10:倫理規範

46:懲罰規程

12

［原則3］組織運営等

に必要な規程を整備す

べきである。

（2）その他組織運営に必要な規程を整

備すること

①法人の運営に関して必要となる一般的

な規程を整備しているか

11:評議員推薦加盟団体規則

12:評議員及び評議員会規則

13:評議員会運営規則

14:理事会運営規則

15:常務理事会組織運営規則

16:司法機関組織運営規則

17:各種委員会組織運営規則

18:基本規則

19:加盟チーム規則

20:加盟団体規則

21:事務局組織運営規則

22:事案決裁規則

23:倫理コンプライアンス方針

24:監事監査規則

25:経理規則

26政策会議組織運営規則

倫理規範3.(1)、理事及び監事の職務権限規則第3条、懲罰規程第34条(5)に法令順守の規定が設け

られている。就業規則には具体的な禁止事項を列挙している。

評議員推薦加盟団体規則、評議員及び評議員会規則、評議員会運営規則、理事会運営規則、常務

理事会組織運営規則、司法機関組織運営規則、各種委員会組織運営規則、基本規則、加盟チーム

規則、加盟団体規則、事案決裁規則、倫理コンプライアンス方針、監事監査規則、経理規則、政

策会議組織運営規則を整備している。
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（様式２） スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

証憑書類

審査項目

通し番号
原則 審査項目

自己説明

13

［原則3］組織運営等

に必要な規程を整備す

べきである。

（2）その他組織運営に必要な規程を整

備すること

②法人の業務に関する規程を整備してい

るか

22:事案決裁規則

27:個人情報保護規則

28:内部通報者保護規則

29:反社会的勢力との関係遮断に関

する規則

30:JFAホイッスルブローイング運用

規則

31:リスク管理規則

32:暴力等根絶相談窓口運用細則

33:ウェルフェアオフィサー設置要領

34:文書管理規則

35情報公開細則

14

［原則3］組織運営等

に必要な規程を整備す

べきである。

（2）その他組織運営に必要な規程を整

備すること

③法人の役職員の報酬等に関する規程を

整備しているか

47:役員及び評議員の報酬並びに費

用に関する規程

15

［原則3］組織運営等

に必要な規程を整備す

べきである。

（2）その他組織運営に必要な規程を整

備すること

④法人の財産に関する規程を整備してい

るか

36:経理マニュアル

37:特定費用準備資金等取扱規則

38:財産管理運用規則

39寄付金等取扱規則

事案決裁規則、個人情報保護規則、内部通報者保護規則、反社会的勢力との関係遮断に関する規

則、JFAホイッスルブローイング（通報窓口）等運用規則、リスク管理規則、暴力等根絶相談窓

口運用規則、ウェルフェアオフィサー設置要領、文書管理規則、情報公開細則等を整備してい

る。なお、不祥事対応については、リスク管理規則内の緊急事態対応において、不祥事も含めた

事案発生時における諸手続きについて定めている。

役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程、就業規則、給与細則、旅費細則等を整備してい

る。

経理マニュアル、特定費用準備資金等取扱規則、財産管理運用規則、寄付金等取扱規則を整備し

ている。
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（様式２） スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

証憑書類

審査項目

通し番号
原則 審査項目

自己説明

16

［原則3］組織運営等

に必要な規程を整備す

べきである。

（2）その他組織運営に必要な規程を整

備すること

⑤財政的基盤を整えるための規程を整備

しているか

40:付随的事業規則

41:会旗及び標章規則

65:後援協賛等に関するガイドライン

17

［原則3］組織運営等

に必要な規程を整備す

べきである。

（3）代表選手の公平かつ合理的な選考

に関する規程その他選手の権利保護に関

する規程を整備すること

18

［原則3］組織運営等

に必要な規程を整備す

べきである。

（4）審判員の公平かつ合理的な選考に

関する規程を整備すること

43:審判員及び審判指導者等に関す

る規則

19

［原則3］組織運営等

に必要な規程を整備す

べきである。

（5）相談内容に応じて適切な弁護士へ

の相談ルートを確保するなど、専門家に

日常的に相談や問い合わせをできる体制

を確保すること

3:役員名簿

付随的事業規則、会旗及び標章規則、後援協賛等に関するガイドライン等を整備している。

選手選考については、サッカーという団体競技の性質上、監督の戦術等に沿った選手選考を行う

必要があるという観点などから、一律の定量・定性的な基準を設けて個人を選考するということ

は行っていないが、関連規則に基づき、下記の取組にてチーム編成が決定され、理事会に報告さ

れるというプロセスを経ている。

１．ナショナルコーチングスタッフ等が中心となり、情報収集を行った上で候補者をリストアッ

プ２．１．を踏まえて各代表チームの監督・コーチングスタッフ等で協議を行い、監督が最終メ

ンバーを決定３．技術委員会で最終決議の上、事務総長・専務理事・会長・理事会に報告

なお、選手個人の選考基準として整理されているものではないが、日本代表選手、ナショナル

コーチングスタッフ、チームスタッフなど、日本代表に関わる全ての人が大切にすべき、共通の

価値観として、「日本代表アイデンティティ」を策定・公表しているほか、SAMURAI BLUE（日

本代表）、なでしこジャパン（日本女子代表）等の招集選手については、記者会見等により招集

理由を含む情報を積極的に開示しており、当協会のウェブサイトにおいても、監督のコメント等

を公表している。

競技会の役員である審判員は、「審判員及び審判指導者等に関する規則」に基づき資格審査を行

い、試合の審判を行う技能を有するか審査し、各試合を主催する協会の審判委員会が試合への割

当を決定していることから、審判員の公平かつ合理的な選考に関する規程を整備している。

2名の弁護士と顧問契約を締結し、各種法律相談を行っている。また、事案の内容に応じて、よ

り専門的な弁護士との協働も都度行っている。

なお、理事（1名）、監事（1名）、法務委員長（1名）もそれぞれ弁護士が務めており各種意思

決定においても法的なチェックが為されている。

9



（様式２） スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

証憑書類

審査項目

通し番号
原則 審査項目

自己説明

20

［原則4］コンプライ

アンス委員会を設置す

べきである。

（1）コンプライアンス委員会を設置し

運営すること

4:委員会名簿

17:各種委員会組織運営規則

23:倫理コンプライアンス方針

2020年に各種委員会組織運営規則を改正し、「監査・コンプライアンス委員会」を「コンプライ

アンス委員会」と改称した。

2024年3月の組織改編において、コンプライアンス委員会は、JFA及び加盟団体等におけるコン

プライアンス事案への対応に関する検証、事案の検証から得られた予防・防止策への示唆・提言

を所管する委員会として設置され、具体的な予防施策については、リスペクト委員会及び都道府

県サッカー協会との窓口となる事務局部門にて検討・実行を行うことで、コンプライアンス強化

に向けて相互連携・補完しながら対応している。

女性配置については、コンプライアンス委員会単体ではなく、リスペクト委員会委員や都道府県

サッカー協会との窓口部門の職員等に適切に配置し、コンプライアンス対応の関連部門全体で多

角的な視点と多様性の確保を実現している。
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（様式２） スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

証憑書類

審査項目

通し番号
原則 審査項目

自己説明

21

［原則4］コンプライ

アンス委員会を設置す

べきである。

（2）コンプライアンス委員会の構成員

に弁護士、公認会計士、学識経験者等の

有識者を配置すること

4:委員会名簿

22

［原則5］コンプライ

アンス強化のための教

育を実施すべきである

（1）NF役職員向けのコンプライアンス

教育を実施すること

44:JFAコンプライアンスハンドブッ

ク

役職員向けのコンプライアンス教育として、「JFAコンプライアンスハンドブック」を作成し、

配布している。また、2018年6月にハラスメント研修、2019年11月に情報管理等に関する研修を

全局員を対象に行なったほか、2019年1・8・10月、2020年5月にもEラーニング実施、年度内に

研修も実施予定であり、コンプライアンスに対する意識の徹底に向けた種々の取組を講じてい

る。一方で、コンプライアンス違反の事案が発生している現状があることを踏まえ、さらなるコ

ンプライアンスへの意識の徹底に向けて、2020年に新設されたコンプライアンス委員会の助言・

指導・モニタリングの下、コンプライアンス教育のさらなる充実を図っている。

2021年以降、新型コロナウイルスの蔓延により勤務体系及び組織運営状況が大きく影響を受けた

ことにより、実地でのコンプライアンス研修会は実施されていない。一方で、職員向けに継続

的・効率的な研修会の実施を計画しており、勤務体系・勤務地に関わらず教育を行えるeラーニ

ングの内製化も視野に入れている。

コンプライアンス委員会の委員は、弁護士2名の他、グラスルーツにおけるサッカーの業務執行

実態に高い知見を持つ都道府県サッカー協会の役員により、適切な議論ができる体制を整えてい

る。
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（様式２） スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

証憑書類

審査項目

通し番号
原則 審査項目

自己説明

23

［原則5］コンプライ

アンス強化のための教

育を実施すべきである

（2）選手及び指導者向けのコンプライ

アンス教育を実施すること

24

［原則5］コンプライ

アンス強化のための教

育を実施すべきである

（3）審判員向けのコンプライアンス教

育を実施すること

25

［原則6］法務、会計

等の体制を構築すべき

である

（1）法律、税務、会計等の専門家のサ

ポートを日常的に受けることができる体

制を構築すること

4:役員名簿

登録指導者および審判インストラクターを主な対象として、2019年1・8・10月に暴力根絶、法

令遵守、人権尊重と差別禁止、ハラスメント、情報管理をテーマとする、Eラーニングによるコ

ンプライアンス教育を実施し、また、2021年11月には、子どもたちがサッカーを安心・安全に楽

しみ続けられる環境を生み出し、守り続け、子どもたちをエンパワーすることを目的としたセー

フガーディングポリシーを策定し、ワークショップ等を通じて展開している。これらに加え、代

表選手に対しては、インテグリティ研修を行っているほか、Jリーグにおいては、新人研修等を実

施している。Eラーニング、研修いずれにおいても、その内容の充実および受講促進に向けた改

善を継続して行い、さらに実効性のある取組としていく。

サッカー及びフットサル審判インストラクターに対して、Eラーニングによるコンプライアンス

教育を実施している。引き続き、Eラーニング、研修会いずれにおいても、その内容の充実およ

び受講促進に向けた改善を継続して行い、さらに実効性のある取組としていく。

弁護士事務所、会計事務所等の外部専門家と顧問契約を締結しており、法律、税務、会計等の専

門家のサポートを日常的に受けることができる体制が構築されている。また、理事及び監事に弁

護士、公認会計士等が配置されており、事務局と密接に連携している。
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（様式２） スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

証憑書類

審査項目

通し番号
原則 審査項目

自己説明

26

［原則6］法務、会計

等の体制を構築すべき

である

（2）財務・経理の処理を適切に行い、

公正な会計原則を遵守すること

27

［原則6］法務、会計

等の体制を構築すべき

である

（3）国庫補助金等の利用に関し、適正

な使用のために求められる法令、ガイド

ライン等を遵守すること

28

［原則7］適切な情報

開示を行うべきであ

る。

（1）財務情報等について、法令に基づ

く開示を行うこと

JFA公式ウェブサイト

（https://www.jfa.jp/about_jfa/rep

ort/notice.html）

経費申請に関するマニュアルを策定し、定期的に点検処理を行うほか、財務諸表等に関しては、

月次で元帳を外部の会計事務所によって確認していただいている。加えて、財務諸表等に関して

は、毎年会計監査人の監査を受けている。監事については、2名の外部有識者（公認会計士、弁

護士）を置き、理事会に出席し職務を全うしている。よって、財務・経理の処理を適切に行い、

公正な会計原則を遵守している。

国庫補助金等の利用にあたっては、関連する法令、ガイドライン等を遵守した対応を行うべく、

経理マニュアル、助成金対象事業・経理書類提出マニュアル等を策定するなどの取組を通じて適

切な取り扱いを行っている。

法人法に基づき、計算書類を作成し、理事会で承認後、事務所内に備え置いている。また、定款

に定める電子公告として、本協会のホームページに貸借対照表を掲載している。
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（様式２） スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

証憑書類

審査項目

通し番号
原則 審査項目

自己説明

29

［原則7］適切な情報

開示を行うべきであ

る。

（2）法令に基づく開示以外の情報開示

も主体的に行うこと

① 選手選考基準を含む選手選考に関す

る情報を開示すること

30

［原則7］適切な情報

開示を行うべきであ

る。

（2）法令に基づく開示以外の情報開示

も主体的に行うこと

② ガバナンスコードの遵守状況に関する

情報等を開示すること

31

［原則8］利益相反を

適切に管理すべきであ

る

（1）役職員、選手、指導者等の関連当

事者とNFとの間に生じ得る利益相反を

適切に管理すること

45:利益相反取引等管理規則

選手選考については、サッカーという団体競技の性質上、監督の戦術等に沿った選手選考を行う

必要があるという観点などから、一律の定量・定性的な基準を設けて個人を選考するということ

は行っておらず、規程に基づき代表監督及び技術委員会によりチーム編成が決定され、理事会に

報告されるというプロセスを経ている。

ガバナンスコードの遵守状況に関する情報は、定められた期日までに開示している。

利益相反取引等管理規則を定め、評議員、役員（理事／監事）、職員との利益相反取引及び競業

取引を適切に管理するために必要な事項を定めている。
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（様式２） スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

証憑書類

審査項目

通し番号
原則 審査項目

自己説明

32

［原則8］利益相反を

適切に管理すべきであ

る

（2）利益相反ポリシーを作成すること 45:利益相反取引等管理規則

33

［原則9］通報制度を

構築すべきである

(1) 通報制度を設けること 28:内部通報者保護規則

30:JFAホイッスルブローイング運用

規則

34

［原則9］通報制度を

構築すべきである

（2） 通報制度の運用体制は、弁護士、

公認会計士、学識経験者等の有識者を中

心に整備すること

30:JFAホイッスルブローイング運用

規則

通報窓口の運用は、外部専門業者に委託している。運用規則（10条）において、外部専門業者ま

たは法律事務所に委託できるものとされている。

上記の通り、利益相反取引等管理規則を定めている。

内部通報者保護規則、JFAホイッスルブローイング運用規則に基づき、通報制度を設けている。

運用規則において、通報方法について、利用しやすい複数の方法の設置が定めており、通報窓口

について、ウェブサイト等を通じて恒常的に関係者に周知している。また、通報者の保護の観点

では、保護規則において、通報窓口の担当者に相談内容に関する守秘義務を課しているほか、保

護規則通報窓口を利用したことを理由として、相談者に対する不利益な取扱いを行うことを禁止

している。
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（様式２） スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

証憑書類

審査項目

通し番号
原則 審査項目

自己説明

36

［原則10］ 懲罰制度

を構築すべきである

（2） 処分審査を行う者は、中立性及び

専門性を有すること

16:司法機関組織運営規則

46:懲罰規程

当協会では、定款及び司法機関組織運営規則に基づき、司法機関（規律委員会、裁定委員会、不

服申立委員会）を理事会から独立した機関として設置し、中立性を確保している。委員は、弁護

士等の外部有識者を評議員会の決議で選任することとしている。

35

［原則10］ 懲罰制度

を構築すべきである

（1）懲罰制度における禁止行為、処分

対象者、処分の内容及び処分に至るまで

の   手続を定め、周知すること

禁止行為、処分対象者、処分の内容及び処分に至るまでの手続を定めた懲罰規程を設け、ウェブ

サイト上で公開されている。また、懲罰規程においては、聴聞の機会を設けることや処分対象者

に対する処分結果の通知項目なども規定されている。JFAの役員及び評議員については、禁止行

為が確認された場合は、上記懲罰規程に基づき処分が行われるほか、職員については、別途就業

規則及び事務局懲戒細則を設け、その中で、禁止行為、処分対象者、処分の内容及び処分に至る

までの手続を定め、周知している。

18:基本規則

46:懲罰規程
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（様式２） スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

証憑書類

審査項目

通し番号
原則 審査項目

自己説明

38

［原則11］選手、指導

者等との間の紛争の迅

速かつ適正な解決に取

り組むべきである。

（2）スポーツ仲裁の利用が可能である

ことを処分対象者に通知すること

37

［原則11］選手、指導

者等との間の紛争の迅

速かつ適正な解決に取

り組むべきである。

（1）NFにおける懲罰や紛争について、

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構によ

るスポーツ仲裁を利用できるよう自動応

諾条項を定めること

国際サッカー連盟（FIFA）の規約において、加盟団体における紛争解決の手段としてスポーツ仲

裁機構（CAS）を利用することが選択肢の一つとして定められているところ、JFAでは、当該規

定に則り、また、CASはサッカーに関する数多くの事案を処理していることなどを考慮し、基本

規則において紛争事案が生じた際の提起先をCASとすることを規定しているため、本審査項目に

ついては、自己評価の適用の対象外と整理させていただく。なお、JFAでは、FIFA規則に則り、

司法機関が理事会から独立し、かつ不服申立委員会を有しており、本原則が求める「迅速かつ適

正な紛争の解決」に十分に取り組んでいると認識している。

16:司法機関組織運営規則

18:基本規則

46:懲罰規程

48:和解あっせんに関する規則

懲罰処分通知において、CASの利用が可能な場合にはその旨を併記している。
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（様式２） スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

証憑書類

審査項目

通し番号
原則 審査項目

自己説明

39

［原則12］危機管理及

び不祥事対応体制を構

築すべきである。

（1）有事のための危機管理体制を事前

に構築し、危機管理マニュアルを策定す

ること

31:リスク管理規則

40

［原則12］危機管理及

び不祥事対応体制を構

築すべきである。

（2）不祥事が発生した場合は、事実調

査、原因究明、責任者の処分及び再発防

止策の提言について検討するための調査

体制を速やかに構築すること

※審査書類提出時から過去4年以内に不

祥事が発生した場合のみ審査を実施

31:リスク管理規則

当協会では、リスク管理規則を策定し、非常時の対策本部の設置や、情報収集、役職員への指示

等、有事の際の危機管理対応を定めるほか、非常時を想定した安否確認のテストや実地訓練を定

期的に行っている。直近の事例として、2020年2月には、新型コロナウイルス感染症のリスクが

顕在化したことに伴い、対策本部を設置し対応にあたっているなど、有事への適切な準備や対応

を行っていると認識している。また、危機管理については、リスク管理規則内の緊急事態対応に

おいて、マニュアルに相当する緊急事態の発生時における諸手続きについて定めている。

不祥事が発生した場合の対応はリスク管理規則に定められており、実際にコンプライアンスに反

する事案が発生した際にも、速やかに弁護士など外部専門家も含めたチームにて調査を行い、事

実を確認した上で適切に処分を行っている。なお、こうした事案の発生を重く受け止め、その後

速やかに役職員への教育としてEラーニングや研修会を実施し、再発防止に努めるなど再発防止

に向けた取組も実施している。
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（様式２） スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査　審査書式

証憑書類

審査項目

通し番号
原則 審査項目

自己説明

41

［原則12］危機管理及

び不祥事対応体制を構

築すべきである。

（3）危機管理及び不祥事対応として外

部調査委員会を設置する場合、当該調査

委員会は、独立性・中立性・専門性を有

する外部有識者（弁護士、公認会計士、

学識経験者等）を中心に構成すること

※審査書類提出時から過去4年以内に外

部調査委員会を設置した場合のみ審査を

実施

42

［原則13］地方組織等

に対するガバナンスの

確保、コンプライアン

スの強化等に係る指

導、助言及び支援を行

うべきである。

（1）加盟規程の整備等により地方組織

等との間の権限関係を明確にするととも

に、地方組織等の組織運営及び業務執行

について適切な指導、助言及び支援を行

うこと

1:JFA中期計画2023-2026

20:加盟団体規則

49:関連組織図

50:2024年度47都道府県サッカー協

会一括補助金交付要項

51:2024年度9地域サッカー協会一括

補助金交付要項

43

［原則13］地方組織等

に対するガバナンスの

確保、コンプライアン

スの強化等に係る指

導、助言及び支援を行

うべきである。

（2）地方組織等の運営者に対する情報

提供や研修会の実施等による支援を行う

こと

52:JFAスポーツマネジャーズカレッ

ジ開催概要

53~62:各種啓発ツール

https://www.jfa.jp/youth_develop

ment/players_first/

加盟団体規則を設け、都道府県サッカー協会、地域サッカー協会、各種の連盟、Jリーグ、関連

団体の権限や義務を定めている。また、組織運営及び業務執行について適切な指導、助言及び支

援を行うための方針として、中期計画2023-2026の「ガバナンス」の領域において、「中央競技

団体における世界最高水準の組織統制を整備している」状態を目指す姿として掲げ、潜在リスク

対応だけでなく、収益獲得・業務効率化といった多面的な支援を展開することを定め、各種施策

を実行している。体制面では、これらを推進する主体として、事務局内に「47FA・加盟団体・普

及推進部」を設け、組織運営・業務執行について適切な指導、助言を行っているほか、補助金制

度を設け財政的な支援を行っている。

特に都道府県サッカー協会及び地域サッカー協会に対しては、これまで、主に組織経営に必要な

テーマ（ビジョン・ミッションの策定、財務、マーケティング等）に関する学びの場として「基

盤強化研修会」の開催や、各協会のガバナンス・コンプライアンスの強化に向けた説明会を開催

しているほか、各都道府県協会の現在位置を示す「都道府県チャート」の作成、各都道府県協会

の代表者が一堂に会する「都道府県代表者会議」の開催、全9地域単位で訪問する「地域訪問会

議」の開催、JFA理事会と同日に開催される「9地域代表者会議／9地域ジョイントミーティン

グ」の開催、「JFAスポーツマネジャーズカレッジ事業」の展開等を通じて、地方組織等の運営

者に対して、情報提供や研修会の実施等による支援を行っている。2021年9月からは、都道府県

サッカー協会にコンプライアンス担当理事の設置の働きかけを行い、設置をしたと共に、コンプ

ライアンス担当理事に対するコンプライアンス研修会を2021年から2022年にかけて3回実施し、

2023年には、JFAが準備したコンプライアンス啓発ツール（競技会参加者向け・保護者向けハン

ドブックやポスター等）を展開し、各都道府県での事業に活用できるよう利用促進を行った。

コンプライアンスに反する事案が発生した際、速やかに弁護士など外部専門家も含めたチームに

て調査を行っているが、これまでの実績では、調査委員会として設置した事例はないため本項目

は該当しない。
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